
※ 7 月１8 日～８月３１日の期間につきましては、 ハイシーズン料金として上記金額へ１台あたり 1,000 円加算されます。
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で うにめし
壱岐の郷土料理である、うにを炊き込んだ
「うにめし」は味わい深く、1年を通して提
供しているお店もあるので、ぜひお試しく
ださい！

旅行条件書（要約）
１. 本書面は、旅行業法第 12条の 4の定める取引条件説明書面及び同法第 12条の 5に定める契約書面の一部と
なります。
２. 募集型企画旅行契約
1）この旅行は、一般社団法人壱岐市観光連盟が企画・募集し実施する国内旅行であり、この旅行に参加される
お客様は当連盟と募集型企画旅行契約を締結することになります。
2）当連盟はお客様が、当連盟の定める旅行日程に従って、運送・宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を
受けることができるように手配し、旅程を管理する事を引き受けます。
3）募集型企画旅行契約の内容・条件は各コース毎に記載されている条件のほか、ご旅行お申し込み時にお渡し
する旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当連盟旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
３. 旅行の申し込みと契約の成立
1）当連盟は、インターネットによるお申込みを受け付けます。旅行契約は当連盟が契約の締結を承諾し、下記
申込金を受領したときに成立するものとします。
（ただし、当連盟が指定する期日までに旅行代金を全額お支払いいただいた場合は、旅行代金を受領したときに
成立するものとします）

７. 旅行代金に含まれるもの、含まれないもの
1）パンフレットに記載された旅行日程に明示された交通費、宿泊費、食事代、消費税等諸税が含まれます。
2）旅行日程に記載のない交通費等の諸費用及び個人的性質の諸費用は含まれません。
お客様は万一の場合、 当連盟の承諾を得て、 契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。ただし、この場 
合は当連盟所定の用紙に所定の事項をご記入のうえご提出下さい。
８. お客様による旅行契約の解除・払戻し（旅行開始前）
1）お客様は次に定める取消料（お一人様につき）をお支払いいただいて、いつでも旅行契約の解除をすること
ができます。この場合、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）から所定の取消料を引き払戻しいたします。

2）取消日とは、お客様が当連盟の営業日、営業時間に解除する旨お申し出いただいた日とします。
3）お客様は次のいずれかに該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除できます。
・旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。
a. 旅行開始日又は終了日の変更
b. 入場する観光地・観光施設・その他の旅行の目的地の変更
C. 運輸機関の種類又は会社名の変更
d. 運輸機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更
e. 宿泊機関の種類又は名称の変更
・旅行代金が増額されたとき（旅行者から、契約内容の変更の求めがあった場合を除きます）
・天災地変、戦乱、暴動、運輸・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合に
おいて、旅行の安全且つ円滑な実施が不可能となる又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。
・当連盟が旅行者に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。
・当連盟の責に帰すべき事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能
となったとき。
4）通信契約を締結したお客様に、払戻しすべき金額が生じたときは、当連盟は、提携会社のカード会員規則に従っ
て払戻します。この場合において、当連盟は旅行開始前の解除による払戻しにあたっては、解除の翌日から起算
した旅行終了日の翌日から起算して 30日以内にお客様に対し払戻すべき額を通知するものとし、お客様に当該
通知を行った日をカード利用日とします。
９. 添乗員の有無 
当連盟プランに、添乗員は同行しません。お客様が旅行サービスを受けるための手続きはお客様ご自身で行って
下さい。
１０. 特別補償について 
当連盟は、旅行者が当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命・身体又は手荷物に被った一定の損
害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として国内旅行 1,500 万円、入院見舞金として入院日
数により国内旅行 2万円～ 20万円、通院見舞金として通院日数により国内旅行 1万円～ 5万円、携行品に係る
損害補償金として 15万円を限度（ただし、1個又は 1対についての補償限度は 10万円です。）として支払います。 
ただし、旅行者が当連盟の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日が定められている場合において、そ
の旨及び当該日に生じた事故による生命・身体または手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払いが行
なわれない旨について、契約書面に明示したときは、当該日は「募集旅行参加中」とは致しません。
１１. 個人情報の取扱いについて
当連盟は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、旅行者との間の連絡のために
利用させていただくほか、旅行者がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの
手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
※この他、当連盟は
1）当連盟及び当連盟と提携する企業の商品やサービス・キャンペーンのご案内 
2）旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い　3）アンケートのお願い 
4）特典サービスの提供　5）統計資料の作成に旅行者の個人情報を利用させていただくことがあります。
１２. ご注意
1）ご出発後に、契約内容の変更をする事はできません。
2）交通渋滞など当連盟の責に帰すべき事由によらず、ご予約便に乗り遅れの場合、あらたに乗船券をご購入い
ただきます。また、ご予約便の乗船料の払い戻しはございません。
3）悪天候など、予約便が欠航となった場合は、旅行代金を全額払い戻しいたします。
１３. 約款準拠
本旅行条件説明書面に記載のない事項は当連盟の旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）に定めるところにより
ます。
●旅行条件・ご旅行代金の基準 
この旅行条件は 2026 年 4月 1日を基準としています。また旅行代金は 2026 年 4月 1日現在の有効な運賃・規
則を基準としています。

2）当連盟提携のクレジット会社カード会員（以下「会員」という）「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の
支払いを受ける」こと（以下「通信契約」という）を条件に申込を受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で
異なります。
①契約成立は、当連盟が電話または郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（e-mail 等電子承諾通知を
利用する場合は、その通知がお客様に到達したとき）とします。
②「カード利用日」とは旅行代金等の支払い、または払戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード
利用日は「契約成立日」とします。また、取消料のカード利用日は「契約解除依頼日」とします。
③与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除
し、規定の取消料と同額の違約料を申し受けます。
ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありま
せん。
④クレジットカードでのお支払いは全額一括決済となります。
⑤コンビニエンスストア支払い、銀行振込、クレジットカードでお支払いの場合、当連盟が指定した期日までに
お支払いいただきます。期日までにご入金が確認できない場合、当連盟は予約を取消する事があります。
４. お申込み条件
1）20 歳未満の方のみでお申込みの場合は、法定代理人（親権者など）の同意が必要です。16歳未満の方は保
護者の同行を条件とさせて頂きます。
2）最小催行人員は、特に明示をしていない限り 1名様（ただし、プランによっては 2名様から催行）とします。
3）ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行については、参加者の性別、年齢、資格、技能、その他の条件が
当連盟の指定する条件に合致しない場合、お申込みをお断りする場合がございます。
4）身体に障害、慢性疾患をお持ちの方、妊娠中の方、現在健康を害している方などで特別な配慮を必要とする
方は、その旨を旅行のお申込み時にお申し出ください。当連盟は可能な範囲でこれに応じます。慢性疾患をお持
ちの方、妊娠中の方、現在健康を害している方は医師の健康診断書を提出していただく場合がございます。この
場合、旅行の実施に支障をきたすと当連盟が判断する場合は、同伴者の同行を条件とさせていただくか、プラン
の一部について内容を変更する事等を条件とする事がございます。
5）お客様がご旅行中に疫病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を必要とする状態になったと当
連盟が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるために必要な措置をとらせていただきます。これにかかる費
用はお客様のご負担になります。
6）お客様のご都合による別行動は原則としてできません。
7）お客様のご都合により、旅行の行程から離脱する場合には、その旨及び復帰の有無について当連盟にご連絡
いただきます。
8）お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると当連盟が判断する場
合は、お申込みをお断りすることがございます。 
9）その他、当連盟の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合がございます。
10）お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断
りする場合がございます。
５. 確定書面（最終行程表） 
1）確定した旅行日程、船の便名及び宿泊施設の名前を記載した確定書面（最終行程表）を遅くとも、旅行開始
日の前日までにお渡しいたします。お渡し方法は原則電子メールとなります。
2）本項 1の最終行程表は乗船券、クーポン類引換など、お客様が旅行サービスを受けるために必要な書面とし
てもご使用いただきます。
６. 旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14日目にあたる日より前（お申し込みが間際の場合は
当連盟が指定する期日まで）にお支払い下さい。
また、お客様が当連盟提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加
諸費用などをお支払いいただく事があります。
この場合のカード利用日は、お客様からのお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。

旅行代金（お一人様につき） お申し込み金

コース 取消料（お一人様） 

旅行開始日の前日から起算して遡って 日帰り旅行

30,000 円未満 
30,000 円以上（60,000 円未満）

6,000 円以上
12,000 円以上

①11 日目に当る日以前の解除 
②10 日目に当る日以降の解除（③～⑥を除く） 
③7 日目に当る日以降の解除 （④～⑥を除く） 
④旅行開始日の前日の解除 
⑤旅行開始日の解除（⑥を除く） 
⑥旅行開始後の解除または無連絡不参加 

無料 
旅行代金の 20%
旅行代金の 30%
旅行代金の 40%
旅行代金の 50%
旅行代金の 100% 

●日帰り旅行にかかわる取消料
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旅行条件書（要約）
１. 本書面は、旅行業法第 12条の 4の定める取引条件説明書面及び同法第 12条の 5に定める契約書面の一部と
なります。
２. 募集型企画旅行契約
1）この旅行は、一般社団法人壱岐市観光連盟が企画・募集し実施する国内旅行であり、この旅行に参加される
お客様は当連盟と募集型企画旅行契約を締結することになります。
2）当連盟はお客様が、当連盟の定める旅行日程に従って、運送・宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を
受けることができるように手配し、旅程を管理する事を引き受けます。
3）募集型企画旅行契約の内容・条件は各コース毎に記載されている条件のほか、ご旅行お申し込み時にお渡し
する旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当連盟旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
３. 旅行の申し込みと契約の成立
1）当連盟は、インターネットによるお申込みを受け付けます。旅行契約は当連盟が契約の締結を承諾し、下記
申込金を受領したときに成立するものとします。
（ただし、当連盟が指定する期日までに旅行代金を全額お支払いいただいた場合は、旅行代金を受領したときに
成立するものとします）

７. 旅行代金に含まれるもの、含まれないもの
1）パンフレットに記載された旅行日程に明示された交通費、宿泊費、食事代、消費税等諸税が含まれます。
2）旅行日程に記載のない交通費等の諸費用及び個人的性質の諸費用は含まれません。
お客様は万一の場合、 当連盟の承諾を得て、 契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。ただし、この場 
合は当連盟所定の用紙に所定の事項をご記入のうえご提出下さい。
８. お客様による旅行契約の解除・払戻し（旅行開始前）
1）お客様は次に定める取消料（お一人様につき）をお支払いいただいて、いつでも旅行契約の解除をすること
ができます。この場合、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）から所定の取消料を引き払戻しいたします。

2）取消日とは、お客様が当連盟の営業日、営業時間に解除する旨お申し出いただいた日とします。
3）お客様は次のいずれかに該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除できます。
・旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。
a. 旅行開始日又は終了日の変更
b. 入場する観光地・観光施設・その他の旅行の目的地の変更
C. 運輸機関の種類又は会社名の変更
d. 運輸機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更
e. 宿泊機関の種類又は名称の変更
・旅行代金が増額されたとき（旅行者から、契約内容の変更の求めがあった場合を除きます）
・天災地変、戦乱、暴動、運輸・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合に
おいて、旅行の安全且つ円滑な実施が不可能となる又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。
・当連盟が旅行者に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。
・当連盟の責に帰すべき事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能
となったとき。
4）通信契約を締結したお客様に、払戻しすべき金額が生じたときは、当連盟は、提携会社のカード会員規則に従っ
て払戻します。この場合において、当連盟は旅行開始前の解除による払戻しにあたっては、解除の翌日から起算
した旅行終了日の翌日から起算して 30日以内にお客様に対し払戻すべき額を通知するものとし、お客様に当該
通知を行った日をカード利用日とします。
９. 添乗員の有無 
当連盟プランに、添乗員は同行しません。お客様が旅行サービスを受けるための手続きはお客様ご自身で行って
下さい。
１０. 特別補償について 
当連盟は、旅行者が当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命・身体又は手荷物に被った一定の損
害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として国内旅行 1,500 万円、入院見舞金として入院日
数により国内旅行 2万円～ 20万円、通院見舞金として通院日数により国内旅行 1万円～ 5万円、携行品に係る
損害補償金として 15万円を限度（ただし、1個又は 1対についての補償限度は 10万円です。）として支払います。 
ただし、旅行者が当連盟の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日が定められている場合において、そ
の旨及び当該日に生じた事故による生命・身体または手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払いが行
なわれない旨について、契約書面に明示したときは、当該日は「募集旅行参加中」とは致しません。
１１. 個人情報の取扱いについて
当連盟は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、旅行者との間の連絡のために
利用させていただくほか、旅行者がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの
手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
※この他、当連盟は
1）当連盟及び当連盟と提携する企業の商品やサービス・キャンペーンのご案内 
2）旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い　3）アンケートのお願い 
4）特典サービスの提供　5）統計資料の作成に旅行者の個人情報を利用させていただくことがあります。
１２. ご注意
1）ご出発後に、契約内容の変更をする事はできません。
2）交通渋滞など当連盟の責に帰すべき事由によらず、ご予約便に乗り遅れの場合、あらたに乗船券をご購入い
ただきます。また、ご予約便の乗船料の払い戻しはございません。
3）悪天候など、予約便が欠航となった場合は、旅行代金を全額払い戻しいたします。
１３. 約款準拠
本旅行条件説明書面に記載のない事項は当連盟の旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）に定めるところにより
ます。
●旅行条件・ご旅行代金の基準 
この旅行条件は 2026 年 4月 1日を基準としています。また旅行代金は 2026 年 4月 1日現在の有効な運賃・規
則を基準としています。

2）当連盟提携のクレジット会社カード会員（以下「会員」という）「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の
支払いを受ける」こと（以下「通信契約」という）を条件に申込を受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で
異なります。
①契約成立は、当連盟が電話または郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（e-mail 等電子承諾通知を
利用する場合は、その通知がお客様に到達したとき）とします。
②「カード利用日」とは旅行代金等の支払い、または払戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード
利用日は「契約成立日」とします。また、取消料のカード利用日は「契約解除依頼日」とします。
③与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除
し、規定の取消料と同額の違約料を申し受けます。
ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありま
せん。
④クレジットカードでのお支払いは全額一括決済となります。
⑤コンビニエンスストア支払い、銀行振込、クレジットカードでお支払いの場合、当連盟が指定した期日までに
お支払いいただきます。期日までにご入金が確認できない場合、当連盟は予約を取消する事があります。
４. お申込み条件
1）20 歳未満の方のみでお申込みの場合は、法定代理人（親権者など）の同意が必要です。16歳未満の方は保
護者の同行を条件とさせて頂きます。
2）最小催行人員は、特に明示をしていない限り 1名様（ただし、プランによっては 2名様から催行）とします。
3）ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行については、参加者の性別、年齢、資格、技能、その他の条件が
当連盟の指定する条件に合致しない場合、お申込みをお断りする場合がございます。
4）身体に障害、慢性疾患をお持ちの方、妊娠中の方、現在健康を害している方などで特別な配慮を必要とする
方は、その旨を旅行のお申込み時にお申し出ください。当連盟は可能な範囲でこれに応じます。慢性疾患をお持
ちの方、妊娠中の方、現在健康を害している方は医師の健康診断書を提出していただく場合がございます。この
場合、旅行の実施に支障をきたすと当連盟が判断する場合は、同伴者の同行を条件とさせていただくか、プラン
の一部について内容を変更する事等を条件とする事がございます。
5）お客様がご旅行中に疫病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を必要とする状態になったと当
連盟が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるために必要な措置をとらせていただきます。これにかかる費
用はお客様のご負担になります。
6）お客様のご都合による別行動は原則としてできません。
7）お客様のご都合により、旅行の行程から離脱する場合には、その旨及び復帰の有無について当連盟にご連絡
いただきます。
8）お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると当連盟が判断する場
合は、お申込みをお断りすることがございます。 
9）その他、当連盟の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合がございます。
10）お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断
りする場合がございます。
５. 確定書面（最終行程表） 
1）確定した旅行日程、船の便名及び宿泊施設の名前を記載した確定書面（最終行程表）を遅くとも、旅行開始
日の前日までにお渡しいたします。お渡し方法は原則電子メールとなります。
2）本項 1の最終行程表は乗船券、クーポン類引換など、お客様が旅行サービスを受けるために必要な書面とし
てもご使用いただきます。
６. 旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14日目にあたる日より前（お申し込みが間際の場合は
当連盟が指定する期日まで）にお支払い下さい。
また、お客様が当連盟提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加
諸費用などをお支払いいただく事があります。
この場合のカード利用日は、お客様からのお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。

旅行代金（お一人様につき） お申し込み金

コース 取消料（お一人様） 

旅行開始日の前日から起算して遡って 日帰り旅行

30,000 円未満 
30,000 円以上（60,000 円未満）

6,000 円以上
12,000 円以上

①11 日目に当る日以前の解除 
②10 日目に当る日以降の解除（③～⑥を除く） 
③7 日目に当る日以降の解除 （④～⑥を除く） 
④旅行開始日の前日の解除 
⑤旅行開始日の解除（⑥を除く） 
⑥旅行開始後の解除または無連絡不参加 

無料 
旅行代金の 20%
旅行代金の 30%
旅行代金の 40%
旅行代金の 50%
旅行代金の 100% 

●日帰り旅行にかかわる取消料


